
第3期白川町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に関するご意見と回答

○ 受付期間：令和7年3月10日（月）から3月25日（火）
○ 公表場所：企画課（役場本町2階）、町行政情報ウェブサイト
○ 受付人数：1名
○ 意見件数：3件

回答
番号

意見 回答
戦略修正
の有無

2

P14  第２章　第２節 基本目標④　しらかわへ行こう　しらかわへ帰ろう
　    施策②　交流人口の拡大・白川ファンの増加
      １　ふるさととつながる人口の増加・・・の評価と今後の課題取組部分
【現状】
≪評価≫
・KPI応援人口の数は、毎年度延伸しているが達成は困難である。
・同窓会開催奨励事業は、コロナ禍の自粛により中断しているが、目標となる応援
人口の増加やふる
さとの魅力再確認についての効果は不明である。
・成人祝賀事業は、二十歳を機にふるさと白川町の魅力再確認とつながり強化を目
指し開催してい
る。参加者のニーズに合わせ記念撮影ブース設置や広報PR等を実施した。
≪今後に向けて≫
・同窓会開催奨励事業は、町出身者との関係性を構築する効果は低いと判断し、事
業の見直しが必
要。当事業は商工振興や同年代の交流を図るものであり、今後は地域通貨の行政プ
レミアム等に事業
展開を行う。

【追完】
・同窓会開催奨励事業の見直しにおいて、年配者が仲間や同級生と会い、思いや時
間を共有することで心身のリフレッシュに効果があり、フレイル予防や社会保障費
の抑制に繋がることに視点を置き施策を変更する。
・事業の具体化を図るために、地域通貨の行政プレミアムと連携し、より効果的な
商工振興と交流を促進する施策として、保健福祉課とも連携し新規に〇〇〇〇事業
を検討する。

のような具体的な方向性を示した今後の課題の記述としてはどうでしょうか。

　同窓会開催奨励事業は、ふるさと
応援人口の増加やＵターン、結婚定
住を目的に町内消費喚起を促すもの
として実施してきました。事業評価
に記載のあるとおりその効果は不明
であり、交流の活発化は各団体や組
織等で推進していくことが望まし
い。
　交流活発化による高齢者福祉の増
進や心身のリフレッシュについて
は、地域福祉計画や活動計画等に基
づき推進していくものとしておりま
す。
　また、令和6年度からスタートした
デジタル地域通貨Shiracaの行政ポイ
ントの有効利用により、効果の高い
活動に対しては積極的に支援し行動
変容を促すものとしている。

無

1

P13  第２章　第２節 基本目標④　しらかわへ行こう　しらかわへ帰ろう
　    施策①　移住やUターンの促進
      ３　危険空き家の対策・・・の評価と今後の課題取組部分
【現状】
≪評価≫
・KPI空家の解消は、達成見込み。
・企画課を中心に、建設環境課や町民課税務係、移住交流サポートセンターと連携
して空き家の情報共有を行った。
・幹線道路や近隣トラブルの恐れのある管理不全空家について、所有者に除却の勧
奨を行い、空家等除却補助金を活用するなど解消に努めた。
・空家等除却補助金の補助額を上げて、推進を図った。
・白川町空き家対策協議会を毎年度実施し、空家を取り巻く社会状況や政策等の研
修や情報交換を行い、各分野との連携を図り推進体制を整備した。
≪今後に向けて≫
・引き続き関係機関の連携により、危険空家や予備軍の状況把握に努める。
・白川町空き家対策協議会の実施により、適切な推進体制の構築を図る。

【追完】
白川町の総合戦略（案）について、「危険空家」に関する対応が中心となっている
ようですが、崩壊寸前の建物や、漏電の心配がある建物、野生生物の繁殖場となっ
ている建物、不特定人物が出入り可能な建物など、「特定空家」としての対策や、
所有者不明の家屋の取り壊しに係る行政代執行の記述が見当たらない点について懸
念が残ります。
前述しました問題点は、単に危険なだけでなく、戦略中の「ひとの創生（移住・回
帰）」という視点で見れば、町の環境・風景といった点からも早期に解決を図るべ
き課題の一つであると考えると同時に、放置状態としておくことは、地域の安全と
衛生に大きな影響を及ぼす可能性があります。これらの「特定空家」の対策や、所
有者不明家屋の除却に対する行政代執行の重要性は高いと考えられます。

これらの点について、≪今後に向けて≫の追完として、町の空き家対策協議会や関
係機関に対して、以下のような提案をします。

1. 特定空家の明確な定義と対策について
崩壊寸前や漏電の心配があるなど、リスクの高い空家を「特定空家」として定義
し、これに対する具体的な改善措置を計画に追加する。
2. 所有者不明家屋の取り壊しについて
所有者不明の家屋については、迅速かつ適切に取り壊すための行政代執行のプロセ
スを策定し、これを計画に明示する。
3. 関係機関との連携強化について
空き家対策協議会や関係機関との連携をさらに強化し、問題の早期発見と迅速な対
応ができる体制を整える。
4. 地域住民への情報提供について
空き家に関する問題を地域住民と共有し、協力を得るための情報提供や啓発活動を
行う。

これらの提案を基に、町の総合戦略がより包括的で実効性のあるものとなるよう、
関係者に働きかけることが重要と考えますがいかがですか。

　第3期白川町まち・ひと・しごと創
生総合戦略は、重点方針を定め計画
期間で最大の効果を得るためター
ゲット層や推進体制を特定し計画す
るものです。
　これまで推進してきた事業は、第6
次総合計画やそれぞれの施策に紐づ
いた個別計画に基づき引き続き推進
するものです。
　特定空家の対策については、白川
町住生活総合計画の白川町空家等対
策計画に基づいて実施してまいりま
す。
　1.特定空家の明確な定義と対策に
ついては、白川町空家等対策計画5-6
の規定により判定や措置を講じるも
のです。
　2.所有者不明家屋の取り壊しにつ
いては、5-3空家等の調査に関する事
項により所有者等の特定調査を実施
し、特定空家等に判定され所有者不
明の場合で緊急応急措置が必要な場
合は、空き家等対策協議会において
判断するものです。
　3.関係機関との連携強化について
は、町と民間事業者、移住交流サ
ポートセンターと連携し、特定空家
の解消に向けて早期に対応するもの
です。
　4.地域住民への情報提供について
は、自治協議会や自治会会議等で情
報提供を実施していく。
　以上のように、空き家への対策は
個別計画に基づき推進してまいりま
す。

無



回答
番号

意見 回答
戦略修正
の有無

3

P9  第２章　第２節 基本目標②　しらかわであんきに子育て　あんきに暮らす
　    施策②　生活基盤の見直し・整備・拡充
      ４　安心を感じられる基盤づくり・・・の評価と今後の課題取組部分
【現状】
≪評価≫
白川町国土強靭化地域計画に対しての評価は難しいが、「起きてはならない最悪の
事態」を回避す るため、各課・係でそれぞれ各種施策について取り組めている。
減災対策については、自主防災活動を強化するため、令和4年度から防災アドバイ
ザーを雇用し、その活動を行ってきた。また、避難所機能の強化として、令和4年度
までに避難所で必要となる備品・物 品の集中的な整備を図った。 災害時応援協定
も引き続き業者との締結を行っている。

 ≪今後に向けて≫
避難所機能強化事業は、集中的に備品等の整備を図ることができたことから、令和6
年度から防 災・減災対策推進事業に統合を図ったところである。 災害への備えを
適切に行うため、今後も引き続き継続していく必要がある。

【意見】
白川町総合戦略の評価において、災害を未然に防ぐための防災対策や、災害が起き
た場合の被害を最小限に抑えるための減災対策に多くの努力が払われていることは
大変評価すべき点です。しかし、評価には自助に関する取り組みや育成に関する具
体的な項目が含まれていない点について疑問を持ちます。
東日本大震災以降、国全体で市民レベルでの防災に取り組む地区防災計画の策定が
大いに推進されてきました。特に南海トラフ大地震の発生が危惧される現状におい
て、高齢化が進む白川町では、地域住民一人ひとりが防災に対する意識を持ち、自
助能力を高めることがますます重要となります。

【追完】
・地域防災計画の策定・推進について
町民レベルでの地区防災計画策定を推進・指導し、その地区住民全体で共有し、活
動する。
・自主防災活動の支援と育成について
地域住民の防災意識を高めるため、その地区住民が策定した防災計画書に沿った訓
練やワークショップの開催頻度を増やし、具体的な行動指針を提供する。
・高齢者支援の強化について
高齢化の進む地域において、特に高齢者が災害時に自らを守るためのサポート体制
を強化する。
・連携体制の確立について
地元の自治会や防災組織、民間企業、防災士等との連携を強化し、災害時の協力体
制を構築する。

このような取り組みにより、災害時における住民の安全と安心を一層確保できると
考えます。
今後の戦略策定において、ぜひ自助に関する取り組みや育成についても考慮してい
ただければ幸いです。

　第3期白川町まち・ひと・しごと創
生総合戦略は、重点方針を定め計画
期間で最大の効果を得るためター
ゲット層や推進体制を特定し計画す
るものです。
　これまで推進してきた消防防災対
策の充実は、第6次総合計画やそれぞ
れの個別計画に基づき引き続き推進
するものです。
　地域防災計画の策定・推進につい
ては、見直しを行うとともに、地域
防災アドバイザーの地元派遣など自
助共助の推進を図る。また、自主防
災活動では、各地区の災害対策連絡
協議会による防災体制の充実強化を
図る。高齢者支援の強化において
も、自治組織や自主防災会を中心に
地域支援ネットワークの構築を図
る。こうした連携体制の確立では、
消防署、消防団、自主防災会、社会
福祉協議会、ボランティア団体等と
連携し災害時の協力体制を整えてい
ます。
　以上のように、消防防災対策の充
実は総合計画や個別計画に基づき推
進してまいります。

無


